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令 和 元 年 度 第 ３ 回 香 川 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 議 事 録  

 

令 和 元 年 ８ 月 １ 日 (木 ) 

於 ： 香 川 労 働 局 第 １ 会 議 室  

 

出 席 者   公 益 側  籠 池 、 春 日 川 、 柴 田 、 松 田  

     労 働 者 側  大 島 、 瀧 、 立 石 、 土 田 、 中 村  

     使 用 者 側  綾 田 、 篠 原 、 友 国 、 濱 田 、 福 家  

 

議  題  （ １ ）  令 和 元 年 度 地 域 別 最 低 賃 金 額 改 定 の 目 安 伝 達 に  

つ い て  

（ ２ ） 香 川 県 冷 凍 調 理 食 品 製 造 業 最 低 賃 金 ほ か 特 定 最 低

賃 金 改 正 決 定 の 必 要 性 の 有 無 に つ い て （ 諮 問 ）  

（ ３ ）  そ の 他  

 

【 賃 金 室 長 】  た だ 今 か ら 、令 和 元 年 度 第 ３ 回 香 川 地 方 最 低 賃 金 審

議 会 を 開 催 い た し ま す 。  

本 日 は 、 東 委 員 が 欠 席 さ れ て お り ま す が 、 出 席 者 は 14 名 で 最 低

賃 金 審 議 会 令 第 ５ 条 第 ２ 項 に 定 め る 定 足 数 を 満 た し て お り ま す こ

と を 御 報 告 い た し ま す 。  

本 日 の 資 料 の 確 認 を 御 願 い い た し ま す 。  

１  「 令 和 元 年 度 地 域 別 最 低 賃 金 額 改 定 の 目 安 に つ い て （ 答 申 ）」  

２  「 香 川 県 特 定 最 低 賃 金 の 改 正 決 定 を 求 め る 申 出 書 の 写 し 」  

で ご ざ い ま す 。  

不 備 等 は ご ざ い ま せ ん で し ょ う か 。そ れ で は 柴 田 会 長 、議 事 の 進

行 を 御 願 い い た し ま す 。  

【 柴 田 会 長 】  本 日 の 会 議 次 第 は 御 手 元 の と お り で ご ざ い ま す 。  

ま ず 、議 題 (１ )の「 令 和 元 年 度 地 域 別 最 低 賃 金 額 改 定 の 目 安 伝 達

に つ い て 」で す 。こ れ に つ い て 、事 務 局 の ほ う で 説 明 を 御 願 い し ま
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す 。  

【 賃 金 室 長 】  令 和 元 年 ７ 月 31 日 付 で 中 央 最 低 賃 金 審 議 会 会 長 か

ら 、厚 生 労 働 大 臣 あ て に 提 出 を さ れ ま し た 答 申 に つ い て ポ イ ン ト を

説 明 し た い と 思 い ま す 。 御 手 元 の 資 料 № １ を 御 覧 く だ さ い 。  

１  目 安 額  

 中 央 最 低 賃 金 審 議 会 目 安 に 関 す る 小 委 員 会 に お い て 、 ７ 月 31 日

未 明 に 、 今 年 度 の 引 上 げ の 目 安 額 が 、 全 国 加 重 平 均 で 27 円 、 引 上

率 3.09％ と い う 結 果 で 取 り ま と め ら れ ま し た 。 昭 和 53 年 に 目 安 制

度 が 始 ま っ て 以 降 最 大 の 目 安 額 と な っ て お り ま す 。  

 ち な み に 昨 年 度 引 上 げ の 目 安 額 は 全 国 加 重 平 均 で 26 円 、 引 上 率

3.07％ で し た 。  

ラ ン ク 別 で は 、Ａ ラ ン ク が 28 円 、Ｂ ラ ン ク が 27 円 、Ｃ ラ ン ク が

26 円 、 Ｄ ラ ン ク が 26 円 と さ れ 、 全 ラ ン ク で 昨 年 の 目 安 額 を 超 え る

水 準 と な っ て お り 、地 域 間 格 差 に 配 慮 す る 観 点 か ら Ｃ 、Ｄ ラ ン ク で

同 額 、 Ａ ラ ン ク と Ｄ ラ ン ク の 目 安 額 の 差 も ２ 円 と な っ て お り ま す 。 

香 川 は Ｃ ラ ン ク で す の で 26 円 で す 。 ま た 、 生 活 保 護 水 準 と 最 低

賃 金 の 乖 離 額 は 生 じ て お り ま せ ん 。  

昨 年 の 目 安 額 は 、Ａ ラ ン ク が 27 円 、Ｂ ラ ン ク が 26 円 、Ｃ ラ ン ク

が 25 円 、Ｄ ラ ン ク が 23 円 と い う こ と で Ａ ラ ン ク と Ｄ ラ ン ク の 目 安

額 の 差 は ４ 円 で ご ざ い ま し た 。  

２  答 申 内 容 で す が 、 答 申 文 を 御 覧 く だ さ い 。  

①   令 和 元 年 度 の 地 域 別 最 低 賃 金 額 改 定 の 目 安 に つ い て は 、そ の

金 額 に 関 し 意 見 の 一 致 を み る に 至 ら な か っ た 。  

②   地 方 最 低 賃 金 審 議 会 に お け る 審 議 に 資 す る た め 、公 益 委 員 見

解（ 別 紙 １ ）及 び 小 委 員 会 報 告（ 別 紙 ２ ）を 提 示 す る 。別 紙 に

つ い て は 後 程 説 明 い た し ま す 。  

③   地 方 最 低 賃 金 審 議 会 の 審 議 の 結 果 を 重 大 な 関 心 を も っ て 見

守 る こ と と し 、同 審 議 会 に お い て 、別 紙 １ の ２ に 示 さ れ て い る

公 益 委 員 の 見 解 を 十 分 参 酌 さ れ 、自 主 性 を 発 揮 さ れ る こ と を 強
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く 期 待 す る 。  

④   中 小 企 業・小 規 模 事 業 者 が 継 続 的 に 賃 上 げ し や す い 環 境 整 備

の 必 要 性 に つ い て は 労 使 共 通 の 認 識 で あ り 、生 産 性 向 上 の 支 援

や 取 引 条 件 の 改 善 を は じ め と す る 適 正 な 価 格 転 嫁 対 策 等 、思 い

切 っ た 支 援 策 を 速 や か に 実 行 す る よ う 、政 府 に 対 し 強 く 要 望 す

る 。  

⑤   行 政 機 関 が 民 間 企 業 に 業 務 委 託 を 行 っ て い る 場 合 に 、年 度 途

中 の 最 低 賃 金 額 改 定 に よ っ て 当 該 業 務 委 託 先 に お け る 最 低 賃

金 の 履 行 確 保 に 支 障 が 生 じ る こ と が な い よ う 、発 注 時 に お け る

特 段 の 配 慮 を 要 望 す る 。  

と あ り ま す 。  

別 紙 ２ で す が 、ま ず 、別 紙 ２ の ２「 労 働 者 側 見 解 」を 御 覧 く だ さ

い 。  

労 働 者 側 の 主 張 と し て は 、地 域 別 最 低 賃 金 の 最 高 額 の 985 円 で 年

間 2,000 時 間 働 い て も 年 収 200 万 円 に 届 か ず 、「 健 康 で 文 化 的 な 最

低 限 度 の 生 活 を 営 む 」 に 足 る 水 準 と し て は 充 分 と は い え な い 。  

 ま た 、最 低 賃 金 近 傍 で 働 く 方 に は 、い わ ゆ る 不 本 意 非 正 規 と 呼 ば

れ る 方 や 、家 計 補 助 者 で は な く 主 た る 生 計 者 と し て 家 計 を 支 え て い

る 方 も 増 加 し て い る 。  

最 低 賃 金 引 上 げ の 目 的 は 、労 働 条 件 の 改 善 の み な ら ず 、労 働 者 の

生 活 の 安 定 、労 働 力 の 質 的 向 上 、事 業 の 公 正 な 競 争 を 確 保 し 、国 民

経 済 の 健 全 な 発 展 に 寄 与 す る こ と で あ り 、こ こ 数 年 、過 去 最 高 額 と

な る 目 安 を 示 し て き た が 、「 国 民 経 済 の 健 全 な 発 展 に 寄 与 」 す る 水

準 ま で に は 至 っ て い な い 。  

こ う し た 状 況 を 勘 案 す れ ば 、本 年 示 す 目 安 に よ っ て 800 円 以 下 の

地 域 別 最 低 賃 金 を な く す と と も に 、Ａ ラ ン ク は 1,000 円 を 超 え て い

く べ き で あ る 、加 え て 、地 域 間 格 差 に つ い て は 、最 高 額 に 対 す る 最

低 額 の 比 率 の 改 善 の み な ら ず 、金 額 差 を 縮 め る べ き で あ り 、あ わ せ

て ラ ン ク 間 差 も 是 正 す べ き で あ る 。  
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ま た 、中 小・小 規 模 事 業 者 の 経 営 環 境 の 基 盤 整 備 に む け た 政 府 施

策 が 早 期 に 確 実 に 実 施 さ れ る の は 当 然 の こ と 、個 人 消 費 を 喚 起 す る

た め に も 、 最 低 賃 金 引 上 げ の ス ピ ー ド を 停 滞 さ せ て は な ら な い 。  

消 費 税 増 税 の 影 響 が 確 実 に 見 込 ま れ る 中 で 、最 低 賃 金 の セ ー フ テ

ィ ネ ッ ト と し て の 機 能 を 後 退 さ せ て は な ら ず 、消 費 税 増 税 の 影 響 を

本 年 の 目 安 に ど の よ う に 勘 案 す べ き か 公 労 使 三 者 で 議 論 す る べ き

で あ る と 主 張 し ま し た 。  

労 働 者 側 委 員 と し て は 、上 記 主 張 が 十 分 に 考 慮 さ れ ず に 取 り ま と

め ら れ た 公 益 委 員 見 解 に つ い て は 、 不 満 の 意 を 表 明 し ま し た 。  

 一 方 、 使 用 者 側 の 主 張 は 、 別 紙 ２ の ３ を 御 覧 く だ さ い 。  

 中 小 企 業 を 取 り 巻 く 経 営 環 境 に つ い て 、先 行 き に 対 す る 不 安 は 根

強 く 、中 小 企 業 の 労 働 分 配 率 は 70％ 台 で 推 移 し 、支 払 余 力 は 非 常 に

乏 し い 状 況 に あ る 。 中 小 企 業 者 数 が 直 近 ２ 年 間 で 23 万 者 減 少 し て

い る こ と か ら も 、 中 小 企 業 の 経 営 環 境 は 極 め て 厳 し い 状 況 に あ る 。 

ま た 、従 業 員 30 人 未 満 の 企 業 に お け る 全 国 平 均 の 影 響 率 は 、2012

年 度 の 4.9％ か ら 、2018 年 度 は 13.8％ と 急 激 に 上 昇 し て お り 、神 奈

川 が 25％ を 超 え 、 青 森 や 鹿 児 島 、 大 阪 で も 20％ 前 後 に 達 し て い る

こ と か ら 最 低 賃 金 の 引 上 げ が 中 小 企 業 に 与 え る 影 響 が 極 め て 大 き

い こ と は 明 確 で あ る 。  

「 経 済 財 政 運 営 と 改 革 の 基 本 方 針 2019」等 で は 、最 低 賃 金 に つ い

て「 よ り 早 期 に 全 国 加 重 平 均 が 1,000 円 に な る こ と を 目 指 す 」と あ

り 、「 よ り 早 期 に 」と の 表 現 に 、全 国 の 中 小 企 業 か ら 、こ れ ま で 以 上

の 引 上 げ を 求 め ら れ る の で は な い か と の 懸 念 や 不 安 が 噴 出 し て い

る 。  

一 方 で 、政 府 方 針 に は 、具 体 的 な 目 標 年 次 や 引 上 率 が 示 さ れ て い

な い 上 、中 小 企 業 の 生 産 性 向 上 の た め に 思 い 切 っ た 支 援 策 を 講 ず る

こ と が 明 記 さ れ て い る こ と か ら 、機 械 的 に 最 低 賃 金 の 引 上 げ を 行 う

と い う こ と で は な い 。ま た 、最 低 賃 金 制 度 は 、賃 金 の 低 廉 な 労 働 者

に 対 す る「 セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 」で あ り 、賃 金 引 上 げ や 消 費 の 拡 大 と
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い っ た 政 策 を 目 的 と し た も の で は な い 。  

さ ら に 、最 低 賃 金 は 、企 業 の 経 営 状 況 に 関 わ ら ず 、全 て の 労 働 者

に あ ま ね く 適 用 さ れ 、 下 回 る 場 合 に は 罰 則 の 対 象 に な る こ と か ら 、

強 制 力 の あ る 最 低 賃 金 の 引 上 げ は 慎 重 に 判 断 す べ き で あ り 、生 産 性

の 向 上 や 取 引 適 正 化 へ の 支 援 等 に よ っ て 、中 小 企 業 が 自 発 的 に 賃 金

引 上 げ を し や す い 環 境 を 整 備 す べ き で あ る 。  

近 年 の 最 低 賃 金 は 、い わ ゆ る「 時 々 の 事 情 」に よ っ て 、景 気 や 経

営 の 実 態 か ら 乖 離 し た 、大 幅 な 引 上 げ が 行 わ れ 続 け て き た 。こ れ 以

上 、合 理 的 な 根 拠 を 明 確 に 示 す こ と が で き な い 最 低 賃 金 の 大 幅 な 引

上 げ が 続 け ば 、雇 用 や 地 域 経 済 に 重 大 な 影 響 が 及 ぶ こ と が 懸 念 さ れ

る 。  

ま た 、最 低 賃 金 の 決 定 に 当 た っ て は 、労 働 者 の 生 計 費 、労 働 者 の

賃 金 、通 常 の 事 業 の 賃 金 支 払 能 力 の 三 要 素 を 総 合 的 に 表 し て い る 賃

金 改 定 状 況 調 査 結 果 の 第 ４ 表 を 重 視 し た 審 議 を す べ き で あ り 、明 確

な 根 拠 に 基 づ い た 目 安 を 提 示 す べ き で あ る と 主 張 し ま し た 。  

使 用 者 側 委 員 と し て は 、上 記 主 張 が 十 分 に 考 慮 さ れ ず に 取 り ま と

め ら れ た 下 記 １ の 公 益 委 員 見 解 に つ い て は 、不 満 の 意 を 表 明 し 、加

え て 、最 低 賃 金 引 上 げ の 影 響 や 効 果 に つ い て 、影 響 率 や 雇 用 者 数 を

は じ め と す る 様 々 な デ ー タ 等 を 注 視 し つ つ 、継 続 的 に 検 討・検 証 し

て い く こ と が 必 要 で あ る と 改 め て 、 強 く 主 張 し ま し た 。  

別 紙 1 で す が 、そ し て 、意 見 の 一 致 は み ま せ ん で し た が 、目 安 小

委 員 会 は 、 今 年 度 の 目 安 審 議 に 当 た っ て 、 平 成 29 年 全 員 協 議 会 報

告 で 合 意 さ れ た 今 後 の 目 安 審 議 の 在 り 方 を 踏 ま え 、「 経 済 財 政 運 営

と 改 革 の 基 本 方 針 2019」及 び「 成 長 戦 略 実 行 計 画・成 長 戦 略 フ ォ ロ

ー ア ッ プ・令 和 元 年 度 革 新 的 事 業 活 動 に 関 す る 実 行 計 画 」に 配 意 し

た 調 査 審 議 が 求 め ら れ た こ と に つ い て 特 段 の 配 慮 を し た 上 で 、  総

合 的 な 審 議 を 行 っ て き た 。  

公 益 見 解 を 取 り ま と め る に 当 た っ て 、ど の よ う な 点 を 勘 案 し て き

た の か は 、 別 紙 １ の 記 の ２ の ２ 段 落 目 を 御 覧 く だ さ い 。  
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① 賃 金 改 定 状 況 調 査 結 果 第 ４ 表 の う ち 、特 に Ｄ ラ ン ク の 賃 金 上 昇

率 が 、 最 低 賃 金 が 時 間 額 の み で 表 示 さ れ る よ う に な っ た 平 成 14 年

以 降 最 大 で あ る こ と 。  

② 春 季 賃 上 げ 妥 結 状 況 が 昨 年 度 に 引 き 続 き ２ ％ を 超 え る 高 い 水

準 で あ る こ と 。  

③ 消 費 者 物 価 の 上 昇 傾 向 が 続 い て お り 、今 後 も 引 き 続 き 上 昇 す る

こ と が 見 込 ま れ て い る こ と 。  

④ 名 目 GDP 成 長 率 は 年 率 ３ ％ に 及 ば ず 、ま た 、影 響 率 は 引 き 続 き

上 昇 傾 向 に あ る も の の 、有 効 求 人 倍 率 が 全 て の 都 道 府 県 で １ 倍 を 超

え 、就 業 者 数 も 増 加 傾 向 に あ る ほ か 、失 業 率 の 低 下 や 倒 産 件 数 の 減

少 が 見 ら れ る な ど 、最 低 賃 金 引 上 げ が 雇 用 情 勢 等 に 大 き な 影 響 を 与

え て い る と ま で は 言 え な い こ と 。  

⑤ 地 域 間 格 差 へ の 配 慮 の 観 点 か ら 少 な く と も 地 域 別 最 低 賃 金 の

最 高 額 に 対 す る 最 低 額 の 比 率 を 引 き 続 き 上 昇 さ せ て い く 必 要 が あ

る こ と 。  

⑥ 最 低 賃 金 を 含 め た 賃 金 の 引 上 げ に よ り 、可 処 分 所 得 の 継 続 的 な

拡 大 と 将 来 の 安 心 の 確 保 を 図 り 、さ ら に 消 費 の 拡 大 に つ な げ る と い

う 経 済 の 好 循 環 を 継 続・拡 大 さ せ る こ と や 非 正 規 雇 用 労 働 者 の 処 遇

改 善 が 社 会 的 に 求 め ら れ て い る こ と を 特 に 重 視 す る 必 要 が あ る こ

と 等 、 様 々 な 要 素 を 総 合 的 に 勘 案 し 、 検 討 を 行 っ た と こ ろ で す 。  

こ う し た 様 々 な 要 素 を 総 合 的 に 勘 案 し 、検 討 を 行 っ た 結 果 の 公 益

委 員 見 解 で ご ざ い ま す 。  

以 上 で ご ざ い ま す 。  

【 柴 田 会 長 】  た だ 今 の 事 務 局 の 御 説 明 に 対 し て 、御 質 問 、あ る い

は 御 意 見 な ど が あ れ ば 御 願 い い た し ま す 。  

（ 各 委 員 よ り 「 あ り ま せ ん 」 の 声 あ り ）  

【 柴 田 会 長 】  続 き ま し て 、議 題 (２ )の「 香 川 県 冷 凍 調 理 食 品 製 造

業 最 低 賃 金 ほ か 特 定 最 低 賃 金 改 正 決 定 の 必 要 性 の 有 無 に つ い て（ 諮

問 ）」 に 移 り ま す 。  
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ま ず 、 資 料 等 に つ い て 事 務 局 か ら 説 明 を 御 願 い い た し ま す 。  

【 賃 金 室 長 】 御 配 り し て お り ま す 資 料 № ２ の ４ つ の 特 定 最 低 賃 金

の 改 正 決 定 を 求 め る 申 出 書 の 写 し を 御 覧 く だ さ い 。  

香 川 県 内 の ４ つ の 特 定 最 低 賃 金 に つ い て 、資 料 の と お り 改 正 の 申

出 が あ り ま し た 。  

い ず れ も 、そ れ ぞ れ の 最 低 賃 金 の 適 用 を 受 け る 労 働 者 の 概 ね ３ 分

の １ 以 上 の 者 の 合 意 に よ り 行 わ れ て お り 、他 の 申 出 要 件 も 満 た し て

お り ま す の で 受 理 い た し ま し た 。  

今 回 の 申 出 は 、４ 業 種 と も 公 正 競 争 ケ ー ス で 、金 額 の 改 正 で ご ざ

い ま す 。  

つ き ま し て は 、４ つ の 特 定 最 低 賃 金 に つ い て 、香 川 労 働 局 長 か ら

香 川 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 会 長 あ て「 改 正 決 定 の 必 要 性 の 有 無 に つ い

て 」 の 諮 問 を さ せ て い た だ き ま す 。  

本 間 労 働 局 長 か ら 会 長 へ 諮 問 文 を 御 渡 し い た し ま す 。  

（ 局 長 よ り 会 長 へ 諮 問 文 を 手 交 ）  

【 柴 田 会 長 】 そ れ で は 事 務 局 の 方 で 諮 問 文 の 写 し を 配 付 し て く だ

さ い 。  

（ 事 務 局 よ り 各 委 員 へ 諮 問 文 （ 写 ） を 配 布 ）  

【 柴 田 会 長 】  皆 さ ん 御 手 元 に 行 き 渡 っ た で し ょ う か 。 そ れ で は 、

事 務 局 で 読 み 上 げ て く だ さ い 。  

【 賃 金 室 長 補 佐 】  各 諮 問 文 の 別 添 の 申 出 書 に つ い て は 、配 付 資 料

と 同 じ で す の で 省 略 し ま す 。 そ れ で は 読 み 上 げ ま す 。  

香労発基 0801 第１号 

 令 和 元 年 ８ 月 １ 日 

香 川 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 会 長  柴 田 潤 子  殿  

香 川 労 働 局 長  本 間  之 輝  

香 川 県 冷 凍 調 理 食 品 製 造 業 最 低 賃 金 の 改 正 決 定 の 必 要 性 の 有 無

に つ い て （ 諮 問 ）  

令 和 元 年 ７ 月 22 日 付 け を も っ て 申 出 者 Ｕ Ａ ゼ ン セ ン 香 川 県 支 部
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支 部 長  大島  幹敏及 び フ ー ド 連 合 四 国 地 区 協 議 会 事 務 局 長  林  泰

宏  か ら 最 低 賃 金 法 （ 昭 和 34 年 法 律 第 137 号 ） 第 15 条 第 １ 項 の 規

定 に 基 づ き 、 別 添 の と お り 香 川 県 冷 凍 調 理 食 品 製 造 業 最 低 賃 金

（ 平 成 20 年 香 川 労 働 局 最 低 賃 金 公 示 第 ３ 号 ） の 改 正 決 定 に 関 す る

申 出 が あ っ た の で 、 同 法 第 21 条 の 規 定 に よ り 、 そ の 必 要 性 の 有 無

に つ い て 、 貴 会 の 意 見 を 求 め る 。  

香労発基 0801 第２号 

 令 和 元 年 ８ 月 １ 日 

香 川 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 会 長  柴 田  潤 子  殿  

香 川 労 働 局  本 間  之 輝  

香 川 県 は ん 用 機 械 器 具 、生 産 用 機 械 器 具 、業 務 用 機 械 器 具 製 造 業  

最 低 賃 金 の 改 正 決 定 の 必 要 性 の 有 無 に つ い て （ 諮 問 ）  

令 和 元 年 ７ 月 11 日 付 け を も っ て 申 出 者 タ ダ ノ 労 働 組 合 執 行 委 員

長  中 村  亨  か ら 最 低 賃 金 法 （ 昭 和 34 年 法 律 第 137 号 ） 第 15 条 第

１ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 別 添 の と お り 香 川 県 は ん 用 機 械 器 具 、 生 産

用 機 械 器 具 、 業 務 用 機 械 器 具 製 造 業 最 低 賃 金 （ 平 成 20 年 香 川 労 働

局 最 低 賃 金 公 示 第 ５ 号 ） の 改 正 決 定 に 関 す る 申 出 が あ っ た の で 、

同 法 第 21 条 の 規 定 に よ り 、 そ の 必 要 性 の 有 無 に つ い て 、 貴 会 の 意

見 を 求 め る 。  

香労発基 0801 第３号 

 令 和 元 年 ８ 月 １ 日 

香 川 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 会 長  柴 田  潤 子  殿  

香 川 労 働 局 長  本 間  之 輝  

香 川 県 船 舶 製 造・修 理 業 ，舶 用 機 関 製 造 業 最 低 賃 金 の 改 正 決 定 の

必 要 性 の 有 無 に つ い て （ 諮 問 ）  

令 和 元 年 ７ 月 ５ 日 付 け を も っ て 申 出 者 川 崎 重 工 労 働 組 合 坂 出 支

部 執 行 委 員 長  濵 岡  光 治 、 Ｊ Ａ Ｍ マ キ タ 労 働 組 合 執 行 委 員 長  朝 國

智 之  か ら 最 低 賃 金 法 （ 昭 和 34 年 法 律 第 137 号 ） 第 15 条 第 １ 項 の

規 定 に 基 づ き 、 別 添 の と お り 香 川 県 船 舶 製 造 ・ 修 理 業 ， 舶 用 機 関
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製 造 業 最 低 賃 金 （ 平 成 20 年 香 川 労 働 局 最 低 賃 金 公 示 第 ２ 号 ） の 改

正 決 定 に 関 す る 申 出 が あ っ た の で 、 同 法 第 21 条 の 規 定 に よ り 、 そ

の 必 要 性 の 有 無 に つ い て 、 貴 会 の 意 見 を 求 め る 。  

香労発基 0801 第４号 

令 和 元 年 ８ 月 １ 日  

香 川 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 会 長  柴 田  潤 子  殿  

香 川 労 働 局 長  本 間  之 輝  

香 川 県 電 子 部 品・デ バ イ ス・電 子 回 路 、電 気 機 械 器 具 、情 報 通 信

機 械 器 具 製 造 業 最 低 賃 金 の 改 正 決 定 の 必 要 性 の 有 無 に つ い て（ 諮 問 ） 

令 和 元 年 ７ 月 ８ 日 付 け を も っ て 申 出 者 電 機 連 合 東 四 国 地 方 協 議 会

香 川 地 域 協 議 会 事 務 局 長  土 田  和 樹 、 三 菱 電 機 労 働 組 合 丸 亀 支 部 執

行 委 員 長  門  裕 介  か ら 最 低 賃 金 法 （ 昭 和 34 年 法 律 第 137 号 ） 第 15

条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 別 添 の と お り 香 川 県 電 子 部 品 ・ デ バ イ ス   

・ 電 子 回 路 、 電 気 機 械 器 具 、 情 報 通 信 機 械 器 具 製 造 業 最 低 賃 （ 平 成

20 年 香 川 労 働 局 最 低 賃 金 公 示 第 ４ 号 ） の 改 正 決 定 に 関 す る 申 出 が あ

っ た の で 、 同 法 第 21 条 の 規 定 に よ り 、 そ の 必 要 性 の 有 無 に つ い て  

、 貴 会 の 意 見 を 求 め る 。  

以 上 で ご ざ い ま す 。  

【 柴 田 会 長 】  は い 、 あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

た だ 今 の 局 長 か ら の 諮 問 に 対 し て 、何 か 御 質 問 、御 意 見 ご ざ い ま

す か 。  

（ 各 委 員 よ り 「 あ り ま せ ん 」 の 声 あ り ）  

【 柴 田 会 長 】  そ れ で は 、こ の ４ つ の 特 定 最 低 賃 金 の 改 正 決 定 の 必

要 性 の 有 無 に つ い て の 諮 問 を 受 け る こ と と い た し ま す 。  

こ の 審 議 に つ き ま し て は 、本 年 度 の 第 １ 回 本 審 で 確 認 、報 告 さ れ

ま し た「 最 低 賃 金 の 審 議 の 進 め 方 等 に つ い て 」の ３ の（ １ ）に よ り

ま し て 、 運 営 小 委 員 会 に 付 託 す る こ と と い た し ま す 。  

運 営 小 委 員 会 は 、本 日 こ の あ と 開 催 い た し ま す の で 、運 営 小 委 員

会 の 委 員 の 方 は よ ろ し く 御 願 い い た し ま す 。  
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以 上 の こ と に つ い て 、御 質 問 、あ る い は 御 意 見 な ど ご ざ い ま せ ん

か 。 事 務 局 か ら そ の 他 な に か あ れ ば 御 願 い し ま す 。  

【 賃 金 室 長 】  特 に あ り ま せ ん 。  

【 柴 田 会 長 】  次 回 の 本 審 の 日 程 に つ い て 、事 務 局 何 か ご ざ い ま す

か 。  

【 賃 金 室 長 】 第 ４ 回 本 審 に つ き ま し て は 、８ 月 ５ 日（ 月 ）の 15 時

15 分 か ら こ の 第 1 会 議 室 で 開 催 さ せ て い た だ く 予 定 と し て お り ま

す 。10 月 1 日 発 効 の た め に は 、こ の ８ 月 ５ 日 に 答 申 を い た だ く 必 要

が あ り ま す 。  

そ し て 、香 川 県 最 低 賃 金 専 門 部 会 で の 審 議 結 果 が 全 会 一 致 と な っ

て い た 場 合 に は 、審 議 会 令 ６ 条 ５ 項 の 決 議 に よ り 、本 審 で の 審 議 の

必 要 は あ り ま せ ん が 、仮 に 専 門 部 会 で の 結 論 が 全 会 一 致 と な ら な か

っ た 場 合 に は 、 本 審 で の ご 審 議 を 御 願 い す る こ と と な り ま す 。  

そ れ か ら 、本 日 諮 問 い た し ま し た 特 定 最 低 賃 金 改 正 決 定 の 必 要 性

の 有 無 に つ い て 、こ の 後 運 営 小 委 員 会 で 必 要 性 有 の 合 意 を 得 て 、香

川 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 か ら 答 申 を い た だ い た 場 合 に は 、特 定 最 低 賃

金 の 改 正 決 定 の 諮 問 を 行 う 予 定 と し て お り ま す 。  

【 柴 田 会 長 】  そ れ で は 、こ れ を も ち ま し て 第 ３ 回 香 川 地 方 最 低 賃

金 審 議 会 を 閉 会 と い た し ま す 。  

― ― 了 ― ―  


